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要旨：
日本の１２世紀はあらゆる意味に於いて騒然とした、転換点とも言うべき時期であった。そ

れは政治・軍事史的にも経済史的に於いても言い得ることであったが、気候的には平安海進期
（ロットネスト海進期）が漸く終わりを迎えようとしていた「暑熱の時期」にも当たったのである。

歌人藤原定家（ふじわらのさだいえ・ふじわらのていか）が自身の私日記である「明月記（め
いげつき）」〔建久７年（１１９６）６月２５日条〕（１）に於いて示した「天」に関わる対空間
認識である「天變頻示、凶事間聞」とする記述は、地上側に於ける騒然として乱れた状況が、

「天」をして、「暑氣殊甚」とした異常気象を発現させ、人々へ対して啓示・警告を行なってい
るとした思想である。それは必ずしも気候変動に関わる事象のみを対象とした訳ではなかった
ものの、その前後に於いて記されていた「暑氣殊甚」とした実際上の高温、多湿の状況と生活
上の苦悩とがその大きな背景としてあったことが推定される。つまり、その基底には平安海進
に依る気温の上昇が、特に、夏季に於いて顕著に出現していたことが考慮されるのである。

本稿は、１２世紀に筆録をされていた「明月記（照光記）」（筆録期間１１８０～１２３５年）
を中心としながら、他にも「永昌記」（記主藤原為隆、同１１０５～１１２９年）、「山槐記」（記
主不明、同１１５１～１１９４年）等、西暦１１００年代をほぼカバーすることのできる日記・
古記録類に記されていた、気象現象に関わる記事を中心としながら、当時の日本在住者に依る
対気象観を検証したものである。平安海進期（ロットネスト海進期）が漸く終わりを迎えよう
としていた「暑熱の時期」であるとした視点、課題意識、所与の条件より、１２世紀日本に於
ける気候変動や対気象観のテーマに対して、人文学的観点―文化論的観点より追究を行なった。
尚、特に注記しない限り、本稿中で用いた引用史料は全て「明月記」中のものである。
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はじめに：

日本古代に於ける私日記タイプの記録には、気
象に関わる記述が数多く登場する。先ず、その日
の記事の冒頭部では、その日の天気（の推移）が
記されることが多かった理由として、そこに天気
以上の何らかの意味や意義を感じ取っていたこと
が考えられる。これは、現代人が自身の日記やブ
ログと言った時系列的な記録類に、その日の天気
を書き込む行為の理由とは根源的に異なる対気象
意識である。即ち、天気、気象現象とは、「天（帝）」
が地上に住む人々に対して示す、何らかの意向で
あると認識をされていたのであった。「天気」の

語が、気象の状態を表わす意味の他に、天皇の意
向の語義として解釈されていた背景には、地上側
に於ける最高の支配者である天皇の気持ちが、天
帝の意向を地上世界に於いて代弁しているとした
考え方のあったことを示している。それ故、丹念
に記録を取っていたのである。日記史料中に登場
する「天顔（てんがん）」という日本語表現法には、
気象現象を人の顔（天子の顔）の表情に見做す・
見立てるという、一種の人格化表現事象を見て取
ることが出来る。

当時の日本では、「天文の異変」>「気象現象」
という思想があった。地上で発生する種々の気象
現象とは、天の異変が具体的な形として示された
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もの（言わば、人々に対する天帝よりの意思表示、
懲罰）であるとした考え方である。本稿では、こ
うした視点をも踏まえて行く。以下では、地上側
に於ける種々の気象現象が１２世紀日本の人々の
生活文化、思想へ如何なる影響を与えていたのか
に関して追究を行なうこととする。具体的には、
風、雨、雪、雹といった現象を捉えながら、当該
課題の追究に当たることとする。

１：大風

「明月記」の治承４年（１１８０）２月１４日
条には、「天晴、明月無片雲、庭梅盛開、芬芳四散、
家中無人、一身俳佪、夜深帰寝所、燈髣髴（ホウ
フツ）、猶無付寝之心、更出南方見梅花之間、忽
聞炎上之由、乾方（北西方向）云々、太近（火元
が父俊成邸と近い）、須臾（僅かな時間）之□〔間〕
風忽起、火付北少将（藤原実教）家、即乗車出、
炎上事、依無其所（俊成は焼け出されてしまって、
住む場所が無くなってしまったので）、渡北小路
成実（藤原）朝臣宅給、倉町等片時化煙、風太利
（ハヤシ）云々、文書等多焼了、刑部卿（藤原頼輔）
着直衣被来臨、入道殿（藤原俊成・釈阿）令謁給、
狭小板屋、毎事難堪」との件がある。これは藤原
定家の父親である俊成の邸宅が延焼に依り焼失し
てしまったというものであるが、春先の夜間こと
でもあり、殆んど無風な状態ではあったものの、
空気がかなり乾燥した状態であったのであろうか。
僅かな時間の内に旋風が発生し、それが原因で藤
原実教の家より出火した火災は、瞬く間の内に周
囲へと燃え広がって行ったのであろう。「倉町等
片時化煙、風太利」とあることからも、出火後、
火災旋風が発生して被害を拡大させていたことが
想定されるのである。他の物ではなく、折角努力
をして筆写して来た古典類（「文書等」）が燃えて
しまったとしていることには、歌人定家・俊成な
らではの無常観・厭世観の表出が感じられる。相
手が自然では仕方が無い、諦めるしかない、とい
う感覚である。

京都市市街地は半盆地地形であることもあって、
通常、体感的にも風が強いということは無い。当
時としても、こうした「廻風・回風」発生に伴な
う被害とは、人家が密集していた都市部ならでは
の避け難い状況であったと言うこともできるのか

もしれない。強風に依る飛び火現象と延焼は、平
成２８年（２０１６）１２月２２日に発生した、
新潟県糸魚川市に於ける大規模火災事例からも窺
える様に、現在でも尚、その脅威や防止の困難さ
と言った状況は変わってはいないのである。１２
世紀当時に於ける裸木造建築物に就いても、現在
以上に外壁面、開口部、屋根面の飛び火に対する
脆弱さが指摘されるのである。（２）

又、１２世紀当時も西国、大坂湾と平安京とを
結んでいた流通経済、交通の大動脈であった淀川
筋では、地形的に突風が吹き、被害が発生するこ
ともあった。淀川は北東方向（平安京）➡南西方
向（大阪湾）への走向であり、途中に遮（さえぎ）
るものも無く、更に、上流部では川を挟んで南側
に在る生駒山地と、北側に広がるポンポン山の山
地とに依って平野部分が狭められる為、南岸低気
圧が接近した時には河口側から吹き上る強風が吹
き、通過後には川上側より吹き下る強風が吹くこ
とになる。「山槐記」の治承４年１０月２９日（グ
レゴリオ暦・太陽暦の11月18日）条では「朝間晴、
午剋（正午前後）天陰（かげる、くもる）、雷鳴
風烈雹降、其勢如大角豆（ささげ。マメ科の一年草）、積
地不消、頃之（けいし。暫くしてから）休止、後
聞、淀河船等漂轉、多溺死者云々」（３）としてお
り、初冬における突然の嵐の様子を描写する。そ
れに依れば、朝方晴れていた天気は午後に入ると
急変し、曇ったかと思えば雷鳴が轟（とどろ）き、
急に強風が吹きだして降雹もあったのである。こ
の時は前線を伴ない、上空に寒気も伴なった低気
圧が日本の南岸付近を発達しながら通過して行っ
たものかもしれないが、それに依り積乱雲（Cb）
も発達して発雷し（低気圧雷）、この様な局所的
な嵐を発生させていた可能性があろう。元々河川
付近は風の通り道となっていたこともあり、被害
を拡大させていた可能性がある。船を横転させ、
船から放り出されたものと見られる多数の溺死者
を出すだけの風浪が発生していたことより、竜巻
やダウンバーストと言った局地的な突風が吹いた
ものと見られ、「ビューフォート風力階級表」に
依る風力階級７（強風）以上の強い風が吹いたこ
とも推測される。それが帆船であれば、ひとたま
りも無かったのであろう。当時の水上交通路には、
絶えずこの様な強風に依る危険性が潜んでいたの
である。
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この淀川に於ける自然現象は、直前に発生して
いた源平両軍に依る衝突、所謂、駿河国での富士
川の戦い（同年１０月１８日～２０日）との関連
性の中で捉えられていた可能性も想定される。両
者共に同じ河川に関わる事象であるという共通項
があった。結果としては、大した戦闘も行なわれ
ない内に平維盛を総大将とした東国遠征軍は、富
士川西岸布陣から僅か２日にして総崩れとなって
敗走し、東国に於ける源氏方の優勢が固まったの
である。淀川は平安京と大坂、西国とを繋ぐ大動
脈であり、当然、摂津国の福原京（兵庫県神戸市
兵庫区）、大輪田泊を１つの拠点としていた平氏
にとっても枢要な水上交通ルートであったと見ら
れることよりも、淀川での出来事は平氏方の没落
を予兆させる自然現象として見做されていたとし
ても不思議ではない。

２：大雨と卜（うらない）

「明月記」建仁２年（１２０２）５月～６月条
では、定家が鳥羽殿（白河天皇の後院として造営
された離宮。京都市南区・伏見区一帯。桂川・鴨
川合流地点右岸に面していたらしい）や、水無瀬
離宮（水無瀬殿。後鳥羽上皇の離宮。大阪府三島
郡島本町。桂川・宇治川・木津川・水無瀬川の四
河川合流地点左岸。水無瀬神宮付近をその遺跡地
とする。内大臣源通親の山荘が起源）へ伺候する
記事が多く記される。水無瀬離宮へは、一旦、平
安京の南方に在った鳥羽迄行き、そこから乗船し、
淀川を下って水無瀬湊（広瀬南遺跡付近とされる）
へ行かなければならなかった。同５月１９日頃か
らは梅雨前線の停滞に依る現象であろうか、「大
雨」、「甚雨」、「雨灑」、「大雨雷雨」、「雨頻下又風
烈」等と言った降雨に関する記述が目立つ様にな
るが、同２８日に藤原定家は不本意ながら鳥羽経
由で船に乗り、水無瀬離宮へと向かうのであった。
「心中更無爲方、棄妻子離家困臥荒屋、雨漏寢
所、終夜無聊、浮生（ふしょう。儚い人生）何日
乎、不修（おこなう）一善、悲哉」とした非常に
悲観的な記述からは、豪雨とも言える程の降水が
あったことが類推される。浮生の語には、暗に浸
水被害を掛けていたことも考えられる。そして、
６月１日条では、水無瀬離宮の北側を東方向へ流
れ、桂川と合流する水無瀬川（皆瀬河）が溢（あ

ふ）れ、馬の鞍に迄達する程の水深（約１５０セ
ンチメートル程か）になったとしている。水無瀬
川の様な中小河川に対して、当時、治水事業等は
殆んどの場合には行なわれてはいなかったであろ
うから、急激な水位上昇は短時間の内に起きてい
たものと推測される。それは大河川に比して流域
面積が狭く、河川延長も短く（河道容量が小さい）、
河道の傾斜も急であるからである。

ここでは「進退失度」、即ち、進むことも退く
ことも出来ずに、慌てふためく様子が描写されるが、
そこで後鳥羽上皇は陰陽博士である安倍晴光に御
卜を奉仕させているのであった。その趣旨とは「此
雨及大事歟之由也」である。つまり、気象的、政
治的にこの大雨が齎す未来、及び、意味すること
を卜（うらない）に依り知ることであった。災害（自
然的、人為的）発生を契機として未来予想図を作
成していたことは、取り分け、大規模震災時に於
いては顕著な事象として中世にはあったが、気象
現象を契機とした事例は決して多いとは言えない。
それ程に、この度の「水災害」は激甚であったも
のであろう。晴光に依る卜占の結果は、「御分（お
わけ。神仏への神饌、供物を取り下げて来た物）
不快也、若如洪水有煩歟」とするものであった。
洪水の如き煩いとは一体何であろうか。洪水とは、
これから人々に降り懸かるであろう災難の一環、
序曲に過ぎないということなのであろうか。抑々、
この自然災害の原因は、卜占に依るならば神仏へ
の奉仕が不十分であるとした判定結果であった。
上皇は都への還御を示唆するが、晴光は水無瀬離
宮に於いては別事（異常な事）が無いのではない
かと説明を行ない、還御は停止となる。

ところが、５日に至り終日の甚雨に依って、水
無瀬川は再び溢れ出し、翌６日になると甚雨の状
態は午後に入ると注ぐが如き豪雨となっていたの
である。その結果、夜に入ると洪水が発生し、そ
の濁流は離宮内の堂宇に迄押し寄せ、浸水したの
である。水無瀬離宮の立地地点の標高は、約１２．
０メートル（４）であることより推測しても、直ぐ
に水が排水されるとは言いながら、急激な浸水で
あったことも考慮される。この時、淀川河口部に
も近い江口の津より呼び寄せていた遊女（小端舟
に乗って営業活動を行なっていた）でさえも愁歎
したとあることよりは、地元民でさえも経験した
ことの無い豪雨、浸水であったことになろう。５
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日の夜から降り始めた甚雨は、６日の夜迄、風を
伴ないながら継続したとあり、線状降水帯（５）の
同じ場所での発生、若しくは、台風の通過（線状
降水帯の出現を含む）があった可能性も考えられ
る。

当時の日本では、水田の存在以上に、湿った地
表面（沿岸部を中心とした潟湖や湿地帯）、開発
の手が入らない植生地がかなり広範に広がってい
たこともあって、元々、蒸発活動が盛んであった
ことが想定される。平衡蒸発量は湿潤な地面から
の蒸発量の指標であるが、広い水面からの平均的
蒸発量は平衡蒸発量の１．０～１．５倍程度、水
の供給が良い草地からの平均的蒸発量は０．８～
１．５倍程度、水の供給が良くない場所では０．
５倍以下であるとされる。（６）つまり、１２世紀
当時の日本は、自然な状態でも蒸発量が極めて大
きかったことになる。それに加え、平安海進の進
行に伴なって、特に夏季に於ける気温が相対的に
高く、風速も大きかったとするならば、中国大陸
方面より東進して来る乾燥した空気は、蒸発量も
多くなっていたことが想定される東シナ海上や、
地表面よりの水蒸気を十二分に含んでいたことも
考えられる。気温が上昇するに連れて飽和水蒸気
量も大きくなることより、それが乱層雲（Ns）
や積乱雲（Cb）と言った雨雲の形成に影響を及
ぼしていたことが推定されるのである。結果とし
て、ここで見られた如く、人や建物に被害を及ぼ
す様な、１時間雨量で８０ｍｍ以上の「猛烈な雨」
が頻発していた可能性に就いても考慮されるので
ある。

水無瀬離宮内に入り込んで来た水は、座上に迄
達し、雨は弥（いよいよ）甚だしくなって来た。
床上浸水であるが、土人（どじん。現地住民）は、

（経験則より）今夜は何とか大事には至らないが、
明日は洪水になるかもしれないと指摘をした。定
家は就寝後に俄かに洪水となる危険性を予測し、
その場所を退去することを決意して大路に逃れ、
６日の夜は播磨大路に在った小家に宿した。結果
としてその判断は正しく、終夜の風雨に依って水
は大いに溢れたのであった。書き留めは「云々」
表現法となっていることから、水無瀬離宮周辺が
浸水したという情報は後になってから伝聞記事と
して得たものであろう。この水が淀川自体の氾濫
に依る洪水であったのか、又は支流である水無瀬

川へのバックウォーター（背水）現象、水無瀬川
よりの氾濫に依るものであったのかは不明である
が、増水速度が速かったこともあり、離宮北側を
淀川へ向かって流れる水無瀬川に起因した浸水で
あった可能性が高いのかもしれない。

７日条に記された被災状況は相当なものであっ
たらしく、天候は回復したものの、水は後鳥羽上
皇の本御所（水無瀬神宮を故地とする）にも達し、
上皇は源通親の宿所であった「上直廬（ろ。草庵、
小家）」（離宮の西側尾根に在った。後の水無瀬殿
山上御所に当たる施設か）へ退避をしている。通
親が自らの別業であったこの地を上皇の御所とし
て提供した後も、「水無瀬殿の付近で洪水の影響
を受けにくい場所に、宿所としての別邸を構えて
いたことがうかがえる」とした指摘もある。（７）

これに従うならば、この地の元の所有者であった
源通親は、この土地に於ける水災害発災時に於け
る特性を予め知っていたことになろう。長廊（訪
問した公卿や殿上人達の宿所）は既に水底であり、
兵士の屋（詰所）も流失したと記されていること
より、この時の最大浸水深は、水が建物の天井部
分に迄達していたとするならば、約２～３メート
ル程度に及んでいた可能性すら想定されるのである。

３：神泉苑に於ける請雨と大雨

「山槐記」応保元年（１１６１）７月１日条に
は、「未刻（１４：００前後）大雨、頃之（けいし。
暫くしてから）休止、藏人菅定正爲敕使自去月（６
月）廿六日向神泉苑請雨」という記事が掲載され
る。これは同年６月２６日、少雨に鑑み旱害を抑
止する目的で以って請雨修法、祭祀を行なわせる
為、勅使として蔵人の菅定正が神泉苑へ派遣され
たとするものである。それを受けて、この日の午
後、僅かな時間ではあったものの、相当な降雨が
あったとするものであった。無論、この記事では、
前提条件として請雨修法と大雨との間に相当な因
果関係を認めていたのである。同７月４日条では、

「自被始行龍穴（神泉苑）御讀經之日（６月３０日）
雨下、其後大雨云々、靈驗又以殊勝」として、読
経をした直後から降雨が認められたとし、同３日
条に依れば、「雨下、終日不休、依旱魃自去月卅日、
於神泉苑被行孔雀經御讀經、第二日（７月１日）
雨下、今日當第四日、終日降雨」の如く、それ以
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降の連日の雨続きで以って、この修法に依る絶大
な効験（効果）を実例で示すのであった。

この様に、神泉苑に於ける祈雨修法とその効果
（「雨驗」、「異相」）の認知に関しては、同記の治
承２年（１１７８）閏６月２１日条にも「於神泉
苑有祈雨、藏人爲敕使、其後爲頭權大夫光能、示
送曰、祈雨人夫任例可被催者、仍仰道志明基了、
仰左右獄（左京の左獄、右京の右獄）之」➡同２
２日条「午後大雨雷鳴、其聲太猛、祈雨驗歟」と
あり、「歟」付き表現法ではあるものの、勅命に
基づく形で執行された祈雨行為に於いて、両者の
因果関係を肯定的に認めた内容となっている。王
権の体面と言う面からは、全く効果無しでは済ま
なかったからでもあろう。その点より、祈雨行為
直後に於いて降水があったとする記事に対しては、
幾多の留保、更なる検証が必要でもあろう。
神泉苑に於いて読経された孔雀経（仏母大金耀

孔雀明王経）とは、唐の不空三蔵が訳した大乗密
教経典（３巻）であり、孔雀明王（忿怒の相を持っ
た孔雀仏母であり、この尊を念ずれば衆生の業障
罪悪、諸病痛等、一切の厄難を消除すると説かれ
る）の神呪や修法、功徳等に就いて説いた内容で
あって、主として真言宗に於いて用いられた手法
であった。（８）二条天皇の勅命に依って、この「龍
穴御讀經」を執行したのは山階寺（奈良市に在る
法相宗興福寺の古称）別当・法務をしていた僧正
恵信（覚継。伊豆僧正。太政大臣九条兼実の兄）（９）

であった。彼の持つ法力に依り、実際に降雨の効
果が現われたことより、この方法が降雨に対する
先端科学（霊験）であると人々に再認識させるに
は十分な実例として日記へ記録されていたものと
考えられる。同４日にも降雨があった為、この日
を以って神泉苑に於ける読経は結願（けちがん。
修法の終了）を迎えることとなったのである。こ
れは「鴨水（鴨川の河川水）泛溢（はんいつ。氾
濫）、依御幸（みゆき。天皇等の外出）所渡之橋
不可叶」といった事態に至る、請雨行為が成功し
過ぎた事例として掲載される。勿論、修法・祭祀
と、気象現象としての降雨との間に科学的な関連
性は無く、偶然の一致であろうが、人々の目には、
それが自然科学や精神科学―人間精神の客観的所
産、人間的事象としての文化形象研究、の成果で
あると映ったに違いない。
「山槐記」応保元年７月１日条に依れば、同６

月２９日に神泉苑に於いて陰陽師（陰陽頭）賀茂
在憲の代官が御祓をしようとした処、「黒虵（へ
び）」（烏蛇か）が出来したとする。陰陽師らはこ
れを拝して祈念した処、直ぐにそれは池に入って
行ったという。この出来事を以って、神泉苑に於
ける請雨行為が「感應」（信仰心が神仏に通じる
こと）＝成功、であると判断されたのである。「果
而翌日大雨、殊勝事也」とした記述よりは、黒虵
の出現が吉兆として描かれ、それには降水能力が
あるという見立てであった。そして、同３日条で
は、昨日（２日）に今度は「白虵」が本尊の後ろ
の方に現われたとし、そのことを以って「雖末代
（末法の世の中）佛法靈驗殊勝者歟」としている。
これは、当時の日本社会に於ける終末観の一端が
窺える記述ではあるが、そうした末法の世の中に
入った後でも、仏法の霊験が未だ有効であるとし
た考え方があったことは特筆される。西暦１１６
１年は永承７年（１０５２）（釈迦が没して１,０
００年後に当たるとされた）に突入していた末法
の世の９年後に当たる。末法思想・三時の説に依
るならば、釈迦の入滅後、正法・像法の世を経て、
釈迦の教えが荒廃し、その教法だけが残る退廃期
が末法であるとされ、そうした状況が一万年間続
くと考えられたのである。
五行思想に依れば、黒（玄）は五行の水、五時
の冬に対応し、白は夫々金と秋に当てられた。そ
れ故、黒虵・白虵に共通する性格とは冷性であり、
旱魃の状態を冷却する霊験をそれらに認めたもの
と考えられる。無論それらは水を司る龍体そのも
のであった。「山槐記」の治承３年６月２２日条
に記されていた「火神向水神、是厭術〔まじない（を
行なって他人を平伏させる法）。厭勝術〕之心（中
心、本質）也」とした記述からは、火（五時の夏）
と水（五時の冬）との拮抗、旱と水災害との中間
点、陰陽調和こそが気候安定の基（もとい）であ
るとした思想をも窺うことができるのかもしれな
い。稲作に於ける田の神には、日の神と水の神と
の間に生まれた子であるとした信仰があるのは、
その両者からの恵みが無ければ農業の継続が不可
能であったからでもある。
蛇＝龍体が水中世界の支配者であり、それに降

水を祈願するという行為は日本のみならず韓半島・
朝鮮半島に於いても見られた。新羅国第３０代文
武王（在位６６１～６８１年）の海中王陵（大韓
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民国慶尚北道慶州市陽北面奉吉里）・利見台・感
恩寺に見られた造作や所伝等がその典型例であっ
た。（１０）平安京に在った神泉苑とは、新羅国に於
ける利見台に該当する気象変更の為の祈願施設で
あった。法華経（序品）に登場し、仏法を守護す
る水中の大王である八大龍王〔難陀龍王、跋難陀
龍王、沙伽羅龍王、和脩吉龍王、徳叉迦龍王、阿
那婆達多龍王、摩那斯（須）龍王、優鉢羅龍王〕
は、八体の護法の神、八部衆の１つ、龍神でもあ
り、水に関わりの深い存在でもあった。音写して
那伽と書されることもある蛇神の龍王であるが、
それは水中を支配する神でもあったのである。龍
王の中でも優れた能力を持ったものは、雲を発生
させ、空中を飛び回り、雨を降らせるものと信じ
られていた。日本に於ける龍王信仰は、四神の１
つに位置付けられている想像上の動物、青龍を基
本とする唐風龍王よりの影響を示唆すると言った
指摘もあり、平安時代の初期に、空海（弘法大師）
が神泉苑に於いて請雨経法を修した時に出現した
とされる善女龍王も、唐服を纏って龍に乗る姿で
あったとされるのである。

１２世紀日本の気象現象に対して、物理的にで
はなく、精神的に影響を与えた請雨行為と蛇・龍
体の存在とは、それ程迄に旱魃・大雨と言った両
極端な気候が出現をしていた証左でもあろう。本
項で述べた請雨修法とは反対に、晴天が無く「止
雨奉幣」〔「山槐記」長寛３年（１１６５）４月２

７日条等〕も行なわれていた背景には、無論、洪
水防止の観点からそれが必要であったことは考え
られるが、それ以上に気象現象に於いても陰陽調
和することの重要性を痛感していたからに他なら
ない。古代以来の思想として、国家経営に関して
も中国風な思想に基づき、天子に依る徳（の修
正）や、陰陽調和を重んじたが、平安京時代に入
り、前者が俎上に上ることも無くなって行った一
方で、調和が崩れることで地上世界には数々の災
厄が降り懸かるものと未だ信じられていたのであ
ろう。気象現象へ人為的に干渉し、神仏の力を借
りて無理矢理に調和させようとした行為が請雨修
法・止風雨経法、そして、祈雨奉幣であり止雨奉
幣〔水を司る罔象女神（みづはのめのかみ）を祀
る丹生川上神社、高龗神（たかおかみのかみ。降雨、
止雨を司る龍神）を祀る貴布禰（貴船）神社等〕（１１）

であったものと見られるのである。それ程迄に、
当該期に於ける気候変動とは人々の生活や精神文
化へも多大な影響を与えていたのである。

大雨、洪水もそうであった様に、旱魃も又、人々
の生活に大きな影響を与えていたことは、直接的
に被災する、否かの問題とは別に、流通・経済・
交通・農業経営に対しても大きな障害となってい
たことが想定されるのである。それは、陸上交通
路が完全には整備されておらず、又、整備されて
はいても行路上の治安に対する懸念、そして、輸
送効率の問題からも、１２世紀当時の日本に在っ

写真： 京都市に在る神泉苑。「龍穴」と呼ばれた。龍穴とは、地中を流れる龍脈が地上に上っ
て来るポイントであり、そこは災厄の無い場所であると考えられた。それは、中世的
地下世界観の萌芽をも推測させる呼称である。

　　　 〔筆者撮影。京都府京都市中京区御池通神泉苑町東入る門前町１６７。二条城の南側
に当たる。法成就池の向こう側に見える建物は善女龍王社である。神泉苑は、元々、
平安京大内裏の東南側に位置して設けられた禁園であった。延暦１９年（８００）に
は、既にその存在が確認される。創立当初の様相は、寝殿造りに準じた建物、池泉配
置であったらしい。

　　�　天長元年（８２４）、淳和天皇の命に依り、空海は神泉苑の畔で請雨経法を行なっ
て善女龍王を勧請したとされる。貞観５年（８６３）５月には、疫病流行の為、神泉
苑で御霊会が実施されている。後には、これが町衆の手に依って祇園祭へと発展した
のである。

　　�　神泉苑は中世に入ると荒廃したが、元和年間（１６１５～１６２４年）よりは真言
宗東寺派の仏教寺院となり、現在に至る。この法成就池には、空海に依って勧請され
たという善女龍王が棲むとされる〕
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写真：新羅国文武王海中王陵
　　 （筆者撮影。周辺部に整備された利見台・感恩寺と共に、文武王がその死後に於いて
龍と化し、国土に豊穣の雨を降らせようとした、気象制御を目的として設置された施
設であったものと見られる）

中央部の海中に沈む横長の岩体が文武王の石棺であるとされる
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ても尚、水上交通路（海上、河川、湖水）が主要
な輸送手段であったという事情があったからであ
る。河川が干上がれば、そこを船舶が通行するこ
とはできなくなる。
「山槐記」治承４年（１１８０）７月１８日条

では「近日依旱魃無河水、土民等止江々（口）入
田、仍下向河尻（河口の意）之船難往反（往復）
云々、然而臨其所令見之、大河止之水餘他方流下、
偏如引陸」、同２２日条でも「於鳥飼（大阪府摂
津市鳥飼付近。淀川左岸）河水盡、江口〔淀川の
河口部に在った水上交通の要衝江口（大阪市東淀
川区）ではなく、高槻市付近に在った江口か〕柱
本（大阪府高槻市柱本付近。淀川左岸。鳥飼の直
ぐ上流側に当たる）依止水也」とし、旱魃に依っ
て当該期に繁栄していた大坂湾沿岸の港湾である
河尻（僧行基が開削したとする所伝がある）との、
淀川水系を使用した河川交通路が機能不全に陥っ
ている状況が描写されている。この年は、６月よ
り天旱に見舞われ、８月６日になって漸く降雨が
あったとしているものの、既に状況は「天下皆損
亡（そんもう。農作物に被害が発生している）了」

（「山槐記」同８月６日条）であったとしている。
そこで、淀川流域の土民等が背に腹は代えられず、
米の生育の為に我田引水をしていたのである。当
所に於いては、水利権が古田優先、既得権優先と
して運用されていたことも類推される。限られた
水資源を巡る農業用水と河川水、水上交通との兼
ね合いを図ることが如何に困難であったのかを窺
うことのできる出来事であった。
摂津国河辺郡の神崎川河口付近に在ったとされ

る河尻は、平安京と西国方面とを繋ぐ拠点港であ
り、西国との間を往復した官人や、年貢等の租税
を積載した船舶はここを基点としていたこともあ
り、淀川水系を使った水上交通路が使用不可能で
あったダメージは、平安京に対する政治・経済的
意味に於いて非常に深刻であったに違いないので
ある。しかしながら、当該事例よりも、目の前で
出来していたそうした水利権の問題すら、調整、
解決することのできる対応能力は、既に朝廷には
無かったものと見られる。

４：祈雨・請雨、止雨祈願の記録とその特質

ところで、『続群書類従　第二十五輯　下　釈

家部』には、日本古代に於ける祈雨・請雨、止雨
祈願に関した記録を収載している。❶「卷第七百
二十五」所収の「祈雨日記」では、淳和天皇（７
８６～８４０年）の項に於いて、「（弘法）大師（空
海。７７４～８３５年）御遺告云」とし、「神泉
園（苑）池邊。御願修法祈雨靈驗其明」と記す。
その霊験の根拠はこの池に棲む善如と言う名を
持った龍王であり、元々は無熱達池〔無熱池、む
ねっち。香山の南、雪山の北に在った周囲が八百
里もあったとされる炎熱の苦が無い池。阿耨達龍
王（あのくだつりゅうおう）が住んだという〕に
棲んでいた龍王の類であったとしている。そこに
は、東アジアの地下を貫くとされた日本中世に於
ける地下世界観の萌芽も見て取ることができるが、
その龍王は慈悲があっても、人に対する害心が無
いという。この神泉苑で現形するのは、長さ八寸
許の金色の蛇をその頂きとして持った全長五尺許
の蛇であると記す。日本古代に於いては「八」の
数字が聖数であることより、（１２）実際にこの池で
出現したその蛇が一種の神体として見做されてい
たことも想定されるのである。

そして、同書では「淸和天皇御宇（治世）。貞
觀年中（８５９～８７７年）種々祈雨事。但以神
事無其驗云々」、「圓融天皇。天祿三年（９７２）
僧正寛空勤修（ごんじゅ。仏道を勤め修めること）
請雨法。無降雨云々」の様に、祈雨神事や請雨法
に全く効果が無かった事例も掲載していることよ
り、その手法が貴布禰（貴船）神社〔京都府京都
市左京区鞍馬貴船町１８０。本宮の祭神は水を司
る高龗神（たかおかみのかみ）〕等への「奉幣」や、
神泉苑に於ける行事の如き神道式、仏教式である
かに関わらず、外れもあることを前提とした祈雨
であったことが知られる。そのことは、神事や法
会の実際の執行者の力量、及び、彼らと神泉苑の
池に棲む蛇＝龍体との、その時点に於ける力関係、
通信状況等が関係していると考えていた可能性に
就いても考慮される。それは、「炎氣」と「雨氣」
との拮抗がかなり微妙なところで行なわれていた
からであろう。
「天下旱魃」が宣旨や綸旨（りんじ）を蒙った

僧侶に依って神泉苑で「奉修請雨經法」され、更
に効果が認められない場合には「延修」迄行なわ
れ、最終的には仏舎利を以って龍王へ供奉すると
いう切羽詰まった状態こそが、１１世紀に日本を
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度々襲っていた「九穀種絶。七道飢渇」と表現さ
れた旱魃被害の深刻さを物語っていた。祈雨行為
の場合には「有驗」と「無驗」との差異が可視的
に現われることから、取り分け、仏教式の事例で
は、「眞言最上乘（南宗禅）之中、有祈雨祕法也」
とした真言密教に於ける最高の手法を駆使してで
も「有驗」、「法之効驗（こうけん。効能）」が認
められ、実際に「數施甘雨（かんう。慈雨。時宜
を得て草木を潤し育てる降雨）之滂沱（ぼうだ。
涙や雨の激しい様子）」とならなかった場合には、
王権、即ち「天皇之恩」に背くという事態にもなっ
ていたのであろうか。

❷「卷第七百二十六」所収の「雨言雜祕記」は、
藤原通憲（信西）の子勝賢（１１３８～１１９６
年）に依る著作である。彼は醍醐寺座主・東寺長
者・東大寺別当等を歴任していた真言宗の僧侶で
あった。その中で、「一　感雨　勅使面謁（拝謁）
事」とし、「永久記」（永久の年号は１１１３～１
１１８年）よりの引用であるとしながら、「降雨
之時感雨　勅使來仰其由恒規（恒例）也。而于今
無其事。只頭弁（とうのべん。蔵人頭を兼任した
弁官）之返事被感其甘雨之由許也。内之伴僧（ば
んそう。法会や修法を執行する際に、阿闍梨へ随
伴して読経等を行なう僧侶のこと）等頗不甘心（か
んしん。満足すること）云々」と記す。

これは、祈雨の法会・修法で「有驗」、即ち、
降雨が認められた場合には天皇に依る所感（一種
の「有驗」認定か）である「感雨」が勅使に依り、
法会の執行者へ直接伝達されるのが「恒規」であ
るとしているのであるが、最近ではそれが行なわ
れなくなっており、頭弁からの返事のみで済まさ
れてしまっていることに対して、伴僧達の不満が
高まっているというものであった。果たして、「被
感其甘雨」が本当に天皇に依る所感であるのか、
否か、信用することができないという不満である。
このことは、一面では王家による気象現象に対す
る興味や関心が１２世紀に至り急速に低下してい
たことを表わしていたのかもしれない。そのはっ
きりとした理由は判然とはしないものの、院政の
進行があった可能性もある。勝賢が活動をした１
１００年代の後半期は、丁度、後白河上皇（法
皇）の執政期に当たることから、そこには台頭す
る武士勢力に対抗する公家や寺社等、旧体制勢力
の人々が結集したことより、院の権威が高まると

共に、相対的に天皇権威の弱体化が進んでいたこ
とも想定される。更に、保元の乱（１１５６年）、
平治の乱（１１５９年）といった王家・公家社会
と武士とが関わった内乱が発生していたことも、
そうした自然現象に対する関心を急速に低下させ
る要因となっていたことも類推される。１２世紀
の暑熱とは別に、日本は政治の季節へと突入をし
ていたのである。

❸「卷第七百二十七」所収の「永久五年祈雨日記」
（参議源師頼に依る記録）は、永久５年（１１１７）
６月１３日から神泉苑に於いて執行された請雨経
法の勤修（ごんじゅ。仏道を勤め修めること）に
関わる記録である。そこでは、①「効驗忽難至歟」

〔永久５年６月９日条〕、「末代人力。効驗難叶」（同
１５日条）とした記載が見られ、一方では末法観
に裏打ちされた無力感が表出しているシーンが認
められる。ここで言う処の末法観には、院政の開
始、武士の台頭と言った政治の在り方に起因した
厭世観的要因も多分に含まれていた可能性は考慮
される。僧侶も人である以上、能力の限界点はあ
るということなのであろうか。事実、本書の冒頭
部分では、以前に祈雨法の執行を頭弁が内々に権
大僧都厳覚（ごんかく。真言宗の僧侶。源基平の子。
請雨の霊力に長けていたとされる）へ打診した処、
固辞した旨が記されたのは、その証左であろう。
厳覚程の能力の高い僧であったとしても、時とし
てはできないこともあるということを人として示
したということなのであろう。又、②「雲氣有龍
鱗。今明之間有靈驗。（中略）西北山上瑞雲顯形。
是雨降之相云々」（同１６日条）に見られる様に、
雲の形状に関する観察とその評価とが行なわれて
いたことが推測される。そうした祥雲や瑞雲（何
れも吉兆の雲）と言った瑞相（吉兆）出現を法驗
の結果であると帰結しているシーンがある（同１
７日条）。即ち、気象現象に対しては、そうした
人為（法力）が及ぶとした思想のあったことが窺
われるのである。この考え方は、同じ天空に関わ
る現象であっても、天文の異変に対しては適用さ
れないという特徴があった。

③そして。「今度法雨深有天感」とし、鳥羽天
皇よりの深謝を記す（同２０日条）。請雨経法の
執行が王権側よりの意思、発令で行なわれていた
以上、その終結〔「感應」（かんのう。信心が神仏
に通じること）の確認と、その結果としての甘雨
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の認知〕は天感の明示に依り行なわれた。そこに
は、気象現象に関わる支配権も、天皇による権能
の一部分であるという明確な意思表示があったも
のと考えられる。それは彗星出現時（天文の異変）
に於ける対処とは対照的である。彗星出現時には、
祈雨・請雨、止雨祈願の際に見られる様な能動的
な動きは王権に見られず、飽く迄もそれらの動き
を注意深く観察して記録をする、その意義を探る
と言った極めて受け身的な対処をするのであった。
これは、地上から見た場合に於ける、気象現象の
発生空間と天文現象の発生空間に対する距離感覚
の差異の問題なのであろうか。結果として、同じ
天空に関わる現象であっても、天文と気象とには、
はっきりとした区別をつけていたのである。

❹「卷第七百二十七」所収の「建久二年辛亥祈
雨日記」は、建久２年（１１９１）５月７日条よ
り始まる祈雨の記録である。そこでは５月１１日
付で発給されていた後鳥羽天皇綸旨に、「鎭護國
家之要只在五穀豊稔。農者爲命本」とあるのは常
套句ではあるものの、王権の本心が表出したもの
である。農業が正常に経営することが出来なけれ
ば、税収どころか人命をも危うくし、国家経営を
維持することはできないとする点である。その為
には、適切な形での降水は必須の条件としてあっ
たのである。それを民衆に替わり天へ祈願するこ
とが出来得る資格を持った者（仲介者）とは、日
本では唯一天皇であるとした考え方である。

又、同５月１７日条に「御修法支度内御不審事
等」として、「壇已下佛具事」の中に「一　五色
糸事」、そして、「開白（かいびゃく。法会・修法
の冒頭部分で供養の趣旨や内容等を仏に申上する
こと）之時着禮盤（れいばん、らいばん。導師の
高座、又、供物を盛った容器や供物自体）之後護
身法〔真言密教に於ける印明（いんみょう）〕間。
雨蟇（雨蛙、アマガエル。蟇はヒキガエル）忽出
來在五色之上。次跡（蹲）居壇上中瓶前。良久（や
やひさしく。少し時間が経過して）不動去。是可
謂吉瑞歟」と記されており、「五色」の色彩認識（陰
陽五行色。青・緑、赤、黄、白、黒）が１つのポ
イント（装置）とされている。
五色糸は端午節で宴の参会者に対して与えられ

る「薬玉」にも使用され、それには邪気払いの効
果があるものと信じられた。孔雀経修法の執行に
際して、水の存在を想起させる雨蟇が五色糸の上

に出現したとする記述からは、この法会が有驗と
なっていることを示唆すると共に、吉瑞（今後の
降水が期待できる）であると判じたものである。
その後、この日の行法終了後と、翌１８日の朝に
は「小雨」が認められていたのである。それは、
五色の調和こそが豊穣を齎す降水に繋がると考え
ていたことを窺うことのできる東アジア的な対色
彩認識でもあった。この宇宙を構成する五元素（民
用五材、火・水・木・金・土）の拮抗、調和に依
り天地万物は転変し、循環するとした思想は五行
思想の根本でもあった。気象現象も又、転変と循
環に依って行なわれていることを当時の人々も認
識をしていたものと考えられる。

更に、同２２日条で「陰雲不散。細雨時々雖降。
天膚乾。及巳刻（１０：００前後）卽晴畢」とす
る表現法からは、当時の人々に依る天空観を窺う
ことができる。「天膚」とは、天空が平板な存在
であり、気象現象はその下側で起こっておるとい
う認識である。星はそうした平板な天空に張り付
いているとした考え方であろう。

❺「卷第七百二十八」所収の「祈雨法記」は、
清和天皇（在位８５８～８７６年）～後冷泉天皇

（同１０４５～１０６８年）に至る祈雨・止雨の
記録である。ここで目立つのが祈雨法の勤修を宣
旨に依って命じられても辞退する事例が数例記録
されている点である。①康和３年（１１０１）７
月６日に旱魃として、同９日に僧正寛空へ請雨経
の勤修を宣下するが辞退し、次いで阿闍梨の寛静
を召すものの、受け入れず、律師救世に五ケ日を
限り執行させている。２人の僧侶に辞退されてい
たのである。②康保５年（９６８）、律師元杲に
対して祈雨法の執行が宣下されるものの、「再三
辭退。勅詔頻」とある。③仁海は寛仁２年（１０
１８）６月１日に宣旨を発給され、神泉苑に於い
て祈雨法を勤修する様求められたものの、三度に
渡って辞退したとする。重ねての宣下に依り、同
４日より伴僧を率いて祈雨法を修したと記す。④
長久４年（１０４３）は正月～５月にかけて旱魃
が認められた為、５月２日付けで僧正仁海に祈雨
法執行を依頼する宣旨が発給された。しかし、彼
は辞退し、四度の宣下があったものの、毎度辞退
したという。

又、辞退ではないものの、極め付きは「天祿三
年（９７２）。僧正寛空勤修請雨經法。無降雨。
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僧綱補任云。僧正寛空。天祿三年二月六日卒云々。
二月入滅之人。何修祈雨法哉。頗不審也」とある
僧正寛空は、その死後に於いても祈雨修法に当
たっていたのであろうか。祈雨法は、通常、水の
需要が高まり、暑熱も増す夏季に行なわれること
が殆んどであったからである。

これらの僧侶に依る祈雨法執行の依頼は宣旨に
依ってなされていたものの、辞退が相次いだ理由
として考慮されるのは、万が一、降水が無かった
場合の危険性（非難の集中）を回避していたこと
がある。自身に霊験が無いことが拡散してしまう
ことを恐れた可能性がある。感応が確認され、上
首尾に運んだ場合には昇進や勧賞が期待できるも
のの、失敗した場合のリスクの大きさをも内包し
ていたのが祈雨法の執行であった。その意味に於
いては、結果、効果がはっきりとは現われること
の無い他の法会、修法と、その結果が直後に誰に
でもはっきりと認識することができる祈雨法とは
全く異質なものであった。
元真は永延元年（９８７）５月２４日に神泉苑

で祈雨法を勤修するものの「全無雨氣」、正暦２
年（９９１）５～６月にかけて発生していた大旱
魃に際しても神泉苑で祈雨法を勤修するが、「雨
不降」という結果に終わっていた。「僧綱補任」
では、彼は永祚元年（９８９）５月７日に律師、
正暦４年に権少僧都に任じられたとするが、長徳
２年（９９６）には辞退して鎮西に赴き、寛弘５
年（１００８）に安楽寺（大宰府安楽寺天満宮か）
で卒去したと記す。職を辞して鎮西に行った理由
が祈雨修法の失敗に起因したものであったのか、
否かは不明であるが、「祈雨法記」でも年紀の相
違から「不審也」と記述をしている。

祈雨法を依頼された同じ僧侶であっても、引き
受けたり、拒否したりする事例が散見するのは、
僧侶もその時々で天候の具合を注意深く観察しな
がら、当分の間は到底降雨が見込まれない様な場
合には引き受けを拒んでいた可能性が高い。一種
の保身術であろう。

更に、法会の準備に手間や時間、費用が掛かる
こと、そして、法会が結願する迄の時間が長く、
長期化する傾向があったこと等も忌避された理由
として考えられる。効率性、費用対効果の問題が
この手法にはあったものと考えられる。

❻「卷第七百二十八」所収の「永久五年請雨經

法記」は、永久５年６月９日～２１日にかけての
請雨経法勤修に関わる記録である。その１６日条
では、「申時許（１６：００前後）。左大臣殿以參
河權守重兼被仰云。雲氣（うんき。雲、雲の動き）
有龍鱗（りょうりん。龍のうろこ）。今明（こんみょ
う。今日と明日）之間有靈驗歟。深更（真夜中）
之後相公（参議の唐名）來臨。語賢覺云。西北山
上瑞雲顯。是雨降之相云々」と記し、雲の動きか
ら龍の鱗状の模様を見い出したとする。雲気には
雲状のもの、地上に於ける事象を反映して立ち上
る烟（けむり）状の異様なる気を指し示す語義も
あり、天文や兵法の専門家はその形状、色彩等を
見て、天候や吉凶を判定する根拠としたのである。
全国的に見ても年間降水量の少ない香川県（１３）に
於いて、雲氣神社（くもけじんじゃ。香川県善通
寺市弘田町）、雲氣八幡宮（くもけはちまんぐう。
香川県仲多度郡まんのう町西高篠）と称する神社
があるのは降雨を齎す雲氣そのものの出現を期待
したからであろうか。
龍鱗とは正に龍の鱗であるが、別に数量の多い
状態、又、危険性の明示、更には天子の意向をも
表現することがあったが、この事例では数の多い
意味で解釈し、降雨（靈驗）の近いことを期待し
たのである。それは又、旱魃時に在っては瑞雲・
祥雲であり、「雨降之相」＝瑞相と判定（期待）
されたのであろう。平安京より見た西北、つまり、
愛宕山方面の山上に雲が出現すると降雨に繋がる
という方角観とは、実際の経験則の蓄積に基づく
認識、科学であったものと推測される。旱魃と言
う非常時ではあったからこそ、気象の変化、雲の
動向に対しても一段と注意を払っていたことを窺
うことの出来得る事例である

又、同１７日条では祈請の結果、中嶋（庭に在っ
た中の島）の艮（うしとら。北東）の辺りに螮踈
（蝀）（ていとう。虹）が天に聳（そび）えた様子
を綵（彩）雲（さいうん）に見立てている。彩雲
とは、巻積雲（けんせきうん）、巻層雲、高積雲
の一部が虹に淡く輝いて見える現象である。目と
太陽を結ぶ線から特定の角度に雲がある場合に生
じる。雲粒が過冷却水滴である場合も、氷晶であ
る場合にも生じると考えられている。しかし、同
じ太陽光線の回折現象であっても、水滴と氷晶と
ではメカニズムは異なるという。他に瑞雲、景雲、
紫雲等の呼称もあり、その出現を吉兆であると見
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做す地方もある。（１４）北東の方角は鬼門であるこ
とより、それを封ずる様に彩雲が出現していたこ
とになる。古来、日本では虹の出現を吉凶両様の
解釈で行なって来た。

そして、この現象の前段では中嶋に棲む青蛇の
話題が記されており、「于時雲雷數聲。雨脚滂沱
（ぼうだ。雨が激しく降る様子）。自晡時（ほじ。
申の刻に当たる。１６：００前後）至夜景。其後
靑蛇如本歸中嶋」として、それが降水を齎す存在、
龍王として描写されているのである。中嶋に棲む
青蛇の青色という色彩感覚からは、その中を覗く
ことのできない神秘的な異空間としての中世地下
世界観の萌芽を感じさせる。この中嶋が蛇（龍体）
の出入りする地下世界への入り口と言う設定なの
である。
黒田日出男氏は、日本に於ける歴史的国土論を

展開するのに際し、第２の主題として行基式の日
本図論を論じた。同氏の『龍の棲む日本』（１５）は、
図像学分野よりのアプローチでもあるが、鯰、龍、
そして、要石の存在に関して、本研究へ幾つかの
示唆を与えた。黒田氏は御伽草子である「熱田の
神秘」を元に、熱田神宮（愛知県名古屋市熱田区
神宮１―１―１）内にある白鳥塚（しせりつか）
よりは９つの穴道が日本列島だけではなく、天竺
迄、延伸されており、それらは、駿河の富士、奥
州の戸阿伽（こあか）の池、氷上宮、両村（ふた
むら）山、近江の琵琶湖、伊勢大神宮と岩戸山、
天竺の霊鷲山（りょうじゅせん）の池、京の神泉
苑の池、鳥羽山池、美濃の谷汲（たにぐみ）、白
山山頂の青池、信濃の諏訪湖、浅間山、天竺の無
熱池（むねつち）等を連結していて、東アジアの
地下世界に張り巡らされていた穴道は、陸奥国～
京都の神泉苑、そして、天竺に在るとされる霊鷲
山や、無熱池に迄、通じていたと指摘をする。

同氏は、こうした日本中世に於ける国土（観）
とは、日本列島自体が龍体としての大地であり、
日本の国土が危機に直面した際には、龍の姿をし
た神々が、黒雲に乗って来臨するだけではなく、
この巨大な地下世界の穴道を通って、随所に出現
することが可能であったとする。更には、金剛杵
で飾られた三国世界のシンボリズムを、地下より
補完していたともしているのである。（１６）

そうした観点に立つならば、平安京時代の神泉
苑とは、未だそうした穴道ネットワークが完成す

る以前の、ピンポイントとしての龍の住処であっ
たのかもしれない。

❼「卷第七百二十八」所収の「永久五年請雨經
御修法支度記」は、永久５年６月１４日～２１日
に神泉苑で執行された請雨経修法に用いる物品、
人員等の準備に関わる記録である。そこでは、①「北
門者諸人出入門也。凡門々可居兵士宿直也。北門
内立札。其銘云。不浄穢氣人不可入來又赤色物不
可持入云々」としており、神泉苑の北門が諸人の
出入り口であって、そこには「不浄穢氣人」と「赤
色物」とを苑内に入れない旨の立札が立てられた
とする。前者はここが禁苑であり、法会の場でも
あったことより、不浄（衛生的、精神的な面での）、
触穢に遭った人の入場を忌避したことには理解が
及ぶものの、後者の持ち込みが禁止されていた理
由とは一体何であろうか。無論それは赤色の色彩
認識に関係があったものと推測される。一般的に
言うならば、古代東アジア世界では、赤色そのも
のは血の色をイメージさせる凶兆であり、将来に
於ける兵革や災害等の出来を意味していた。当該
事例でもそうした理由からであったのであろうか。
この記録を見てみると、事前に準備されていた物
品の色では白色や青色が比較的多いものの、その
他には金色、銀色、黄色、黒色、紺色等の色も使
われている。中には紅色や赤色の幡や、赤箭も使
用されていたのである。この時点で立札の記載と
は矛盾をしているのである。
五行説に依るならば、五色の赤は五行の火、五
方の南に対応する。つまり、それ自体が灼熱（「天
下大旱」）の状態を表わしており、五行の水に対
応する（五方の）北の方角より相反する性質を
持ったものを苑内に持ち込むことに対する忌避感
のあった可能性がある。そうであるとするならば、
法会に於いて紅色や赤色の物品が使用されていた
としても矛盾はしないことになる。北門以外の門
から紅色や赤色の物は搬入すれば良いだけの話し
である。

②「小野僧正八流（の幡）。支度ハ母屋南西北
柱八本。各一流可懸也。是一説也。東ハ佛後故不
懸歟。（中略）合廿八流。（中略）小野僧正假屋圖。
神泉北角造壇所。西庇中門西向開戸。是向水天方
意也」としており、「八」の数字の多用がこの他
にも随所に於いて見られる。これは、日本では古
来、「八」が聖数であると認識されていた結果で
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あると共に、八大龍王の様にそれが水中世界の支
配者としての龍神を示していたことにも起因した
数字であったものと見られる。又、西の方角観が
水天に向かう意義が有るとしている。水天とは密
教に於いて十二天・八方天の１つであり、水を支
配する龍神であって西方守護の神であるとされる。
その神像は、左手には羂索（けんさく。衆生救済
の象徴としての五色の縄）を執り、右手に剣を執
り、五龍冠を戴いて亀の背に乗り水中に棲む。そ
の原型はインド神話に於ける天空・水中世界の神
であるバルナVarun

4

aであるとされ、後にその存
在は仏教へ反映されたとする。この像容からは、
浦島説話、死者の世界としての龍宮城伝承への波
及が考慮される。その意味に於いて、水天とは吉
として降水を齎す存在であった一方で、凶として
地盤災害と見られる沈島伝承の基底に存在してい
た神格でもあったことが窺えるのである。

又、「神泉北角造壇所」とした記載からは、中
国王権に依って実施されていた「封禅」を想起さ
せる。封禅とは、天子自らが行なった自然祭祀で
あり、封土をして壇を設え、天を祀り、地を祓っ
て山川を祀ることである。天下国家の安泰を祈願
したものであった。こうした祭祀は災異の発生に
際しても行なわれていた。天子自らに依る、天を
祀り、地を祓い、山川を祀る自然祭祀、自然崇拝
行為は、通常は「壇」を設けて行なわれたが、そ
れは王に依って為された最高の祈りであったので
ある。神泉苑に於ける祈雨祭祀も、壇所、大壇を
随所に設置して執行されていた。これも自然崇拝
を最高の祭祀であると認識をしていた結果であっ
たものと見られるのである。

❽「卷第七百二十八」所収の「止風雨法記」は、
暴風雨を止める為に修する法を解説したものであ
る。止風雨経法とも言い、火天、摩那斯龍王、迦
楼羅天、不動明王、金剛薩埵、観自在、釈迦・金
剛手・観自在の三尊を本尊とする。

先ずは、①冒頭部分に於いて、「唐先跡。廣付
法傳云。金剛智。玄宗皇帝（唐の第６代皇帝。在
位７１２～７５６年）今和尚祈雨。雷電地震霈然
（はいぜん。一時的に雨が強く降る状態）洪（お
おみず。氾濫）澍（しゅ、じゅ。時宜を得た雨）。
淹日（えんじつ。終日）不息（やすむ）。皇帝恐
其漂物。更令止雨。和尚又壇上布置荷葉。誦眞言。
須臾裹（つつむ）之荷葉懸之樹枝頃。雨竭（かれ

る、つきる）天晴。明日（翌日）和尚便（すなわち。
～すると直ぐに）起就樹頭。卽解前所褁（つつむ、
まとう）懸荷葉。即諸龍等雷鳴騰空（とうくう。
登空）。神力難識（しる、しるす）率（おおむね）
如此類也。文」と記し、祈雨行為の唐時代中国に
於ける故事を引用する。ここでは、祈雨と止雨と
の調和の難しさを説いた内容となっているが、こ
こでもやはり雷電と地震とを関連性あるものとし
て捉えていたことが特徴的である。天の災異と地
の災異とは一体で不可分であるとした思想の存在
である。これは東アジア世界に共有されていた基
本的対自然観であったものと考えられる。
玄宗皇帝が恐れたという「漂物」とは、何らか

の事象（危険性）を窺わせる可視化不可能な「気」
であろうか。気とは空気状であり、天地の間に広
く充満して流動し変化すると共に、人の身体の中
にも満ちていると考えた。そして、気は天地万物
を形成し、生命力、活動力の根源であって、人の
身体的、精神的諸機能も全て気から生じると考え
たという。更に、陰の気と陽の気、五行（木火土
金水）の気という２種類、又、５種類の気を考え、
この多様な気の配合、循環等に依って事物の異同
や生成、変化を説明したのである。これらの多様
な気の本となる根源の一気を考えてそれを元気と
称し、元気による万物の生成を説いた。気の思想
とは、以上の経緯を辿って重層的に展開し、前漢
期中葉頃迄にはその概念はほぼ定着したと説明さ
れる。この様な気の思想は、哲学、天文、気象、
医学、芸術、兵法、政治等、多くの分野の理論の
中で、古来重要な位置を占めたのである。（１７）玄
宗皇帝が感じた「漂物」とは、日本語古語に於け
る「気色（けしき）」や「気配（けはひ）」に対応
した危機管理本能であったものと考えられる。

②「大師（空海）入唐之日〔延暦２３年（８０
４）〕。祈雨止雨共傳。給相續來者也」と記し、弘
法大師空海が入唐して初めて、祈雨・止雨の法（仏
教式）が日本に伝えられたとする。空海は遣唐大
使藤原葛野麻呂の船に橘逸勢等と共に同乗し、途
中、東シナ海上で暴風雨に遭いながらも入唐を果
たして、この年の１２月には長安に入った。翌年
には長安醴泉寺（れいせんじ）の般若三蔵（はん
にゃさんぞう）等に師事し、サンスクリットやイ
ンド学問を学習し、同年６月から半年間は西安に
在った青龍寺の恵果より金剛界、胎蔵界の伝法灌
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頂（かんじょう。水を頭の頂に注ぐ意）を受けて、
真言密教の第八祖を継承したとされる。２年弱の
滞在を経て、大同元年（８０６）１０月には帰国
するが、その際、膨大な密教の典籍、仏像、法典、
曼荼羅、法具等の文物を日本へ齎し、同１２月に
はそれらの由来や意義を解説した「請来（しょう
らい）目録」を朝廷に提出している。（１８）空海が
日本へ伝えたという祈雨・止雨の法とは、恵果よ
り伝授されたものであったものと見られる。

ところで、弘法大師（空海）や伝教大師（最澄）、
日蓮等の高僧が各地を巡歴し、その所持していた
錫杖（しゃくじょう）や独鈷（とっこ、どっこ、
とくこ、とこ）等の法具で以って地面を突いた処、
直ちに水や温泉（霊泉）が噴出する等といったエ
ピソードが日本国内には夥（おびただ）しく散見
される。所謂、杖つきの水、弘法水（こうぼうみず）、
弘法清水、大師の水、弘法の井戸等と称されてき
た霊水である。それらは、独鈷水（とっこんすい。
新潟県胎内市乙）、弘法大師霊塩水（新潟県柏崎
市西長鳥岩ノ入）、甌穴湧水（弘法池。石川県白
山市釜清水町）、大久保の弘法井戸（群馬県富岡
市妙義町八木連）、弘法水（茨城県つくば市筑波）、
熊野の清水（ゆやのしみず。千葉県長生郡長南町
佐坪）、弘法の清水（神奈川県秦野市大秦町）、独
鈷の湯（とっこのゆ。静岡県伊豆市修善寺）、御
杖の井戸（おんつえのいど。香川県善通寺市善通
寺町）、独鈷水（福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉）（以
上は弘法大師に関わる所伝を有するもの）、独鈷
水（おこうずい。姿見の井戸。福岡県糟屋郡須恵
町大字佐谷。伝教大師・最澄に関わる所伝を有す
るもの）、日蓮乞水（にちれんこいみず。神奈川
県鎌倉市大町。日蓮に関わる所伝を有するもの）
等として残され、現在でも尚、これらの多くは現
役の飲用水等として使用され、又、信仰対象とも
されているのである。中でも、空海由来の所伝を
有するものが非常に多い。これは一体何を意味し
ているのであろうか。

そこには、仏教と水との関係性が濃厚に示され
ているものと考えられ、取り分け、夏季を中心と
した水不足が深刻な古代社会に在っては、仏教思
想の浸透と水の確保とに相関関係があった可能性
が示唆されるのである。それは、疾病の治療に関
しての、僧医の存在を検討するのに際しても、布
教と治療と言う面に於いてほぼ同様のことが言え

る。それと共に、法力という可視化不可能な霊力
に依るものではなく、実際上で役に立つ地学的な
知識や鑿泉（さくせん）技術の蓄積で以って地下
水脈の在り処を探索し、そこを鑿泉して、衛生的
な飲用水を確保するといった社会貢献事業も又、
僧侶に期待されていた行為の１つであった可能性
もあろう。錫杖や独鈷といった先端部の尖った道
具の存在からは、古代における鑿泉技術のある程
度の進化が想定されるのである。地下水の帯水層
を発見し、そこ迄、掘削する技術（掘り抜き井戸、
打ち抜き井戸）には、数学的知識の応用も必要と
されたであろう。
古代中国に於ける数学書である算経十書〔さん
けいじっしょ。「綴術（てつじゅつ）」、「周髀算経
（しゅうひさんけい）」、「九章算術」、「海島算経」、「孫
子算経」、「五曹算経」、「夏侯陽算経」、「張邱建（ちょ
うきゅうけん）算経」、「五経算術」、「緝古（しゅ
うこ）算経」〕等に立脚した知識を駆使した測量
術を使いこなしていた、中国への留学僧が存在し
ていたとしても、不思議ではない。又、唐代に設
けられていた算学に通い、数学知識を得ていた留
学僧等、渡唐した日本人がいたかもしれないので
ある。空海が実際にそうであったかどうかは判然
とはしないものの、日本に在って、医学同様、漢
籍に記された数学、地学的知識を解読し、理解す
る能力を持っていた民間人も又、仏教僧侶であっ
たものと考えられ、僧侶は古代当時に在っても、
中国への留学が比較的し易い環境にあったものと
考えられる。

日本の中では弘法大師に依る湧水伝承が比較的
多いのは、彼が留学先であった唐から帰国する際
のエピソードが関係している可能性が示唆される。
浪切不動型不動明王像は、空海の入唐に関わる高
野山南院所蔵の立像が知られ、それは剣をかざす
立像であって、波を斬るような像容であることよ
りその名がある。空海が唐より帰朝する際の船中
に於いて、不動明王像を刻み祈願をした処、忽ち
の内に荒れた海が鎮まり、遣唐使船は無事に筑紫
の湊へ帰港することができた、とする伝承が当像
の根拠とされ、それ以降、この不動明王を浪切不
動と呼んだとするものである。不動明王信仰自体
は、平安時代末期以降に於いて盛んとなるが、そ
れらが沿岸部地域に多く設置されて行ったことの
意義にも着目をすべきであろう。
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日本に於ける龍王信仰は、四神の１つに位置付
けられている想像上の動物、青龍を基本とする唐
風龍王よりの影響を受けたものであると示唆する
指摘もあり、平安初期に空海が神泉苑に於いて、
請雨経法を修した時に出現したとされる善女龍王
も、唐服を纏って龍に乗る姿であるとされている。
善女龍王を、北部インドにあった無熱池と言う名
の池より招来し、３日間に渡って日本中に大雨を
降らせたとするのである。

この時に出現した善女龍王の姿は、「高野大師
行状図画」中に於いては、唐風の衣服を纏った男
性の容姿で描かれる、国宝指定の善女龍王像とし
て知られており、かつて、高野山で祈雨の法を執
行する際には、その金堂に善女龍王の軸を祀って
祈願を行ない、若し、効験が現れない時には一山
の僧が大瀧（高野町大滝地区）に参向して修法を
行ったと、仁井田南陽等に依って１９世紀初頭に
成立した地誌である、「紀伊続風土記」には記載
される。以上の如く、善女龍王は弘法大師、高野
山とも深い関係を持ち、高野山の伽藍中にある蓮
池中央の小島には善女龍王を祀る社も存在してい
るのである。この様な状況より、空海とは水中世
界と密接な関係性の中に在ったと見ることができ
るのである。（１９）

❾「卷第七百二十九」所収の「孔雀經御修法記
　大御室（性信法親王。三条天皇の第４皇子）以
後」、「孔雀經御修法記　大御室（性信法親王）以
後　修胤本目錄」、同「卷第七百三十」所収の「孔
雀經御修法記　北院御室（守覚法親王。後白河天
皇の第２皇子）以後」等は、孔雀経修法に関わる
記録であるが、延久５年（１０７３）２月条では、
三條殿に於ける孔雀経法執行に際して、「有院（後
三条上皇）御夢想（夢の中に於ける神仏の現示）。
此經（孔雀経）放光照人。女人者不堪」とあって、
修法執行に当たり、一種の女人結界・女人禁制の
存在が示唆されるのである。仏教領域より拡散し
て行ったとされるこの習俗は、日本天台宗の祖で
ある最澄に端を発した思想であるとされる。最澄
の発語であるとされる「凡そこの天台宗の院（比
叡山延暦寺）には、俗別当両人を差し、番を結ん
で検校を加えしめ、 兼ねて盗賊・酒・女等を禁ぜ
しめ、仏法を住持し、国家を守護せん」（「山家学
生式」八条式の第八条中の記載）と言った言説よ
りも、仏教寺院が平安初期以来、山中に活動の場

所を求めて行った理由も理解される。そこには日
本文化の１つの特質でもある「拡大解釈」の存在
を認めることができる。

そうであれば、孔雀経を使用した形での祈雨修
法の際には、一時的にせよ、その場に於いて、女
人禁制が敷かれていたことも想定されるのである。
その理由が、仏教に固有の問題であったのか、女
性と水（龍体）とが相容れないものであると認識
をされていたからであったのか等に関しては、課
題として残る処である。ただ、孔雀経を使用した
御祈の修法では、「御産御祈」に関わる事例が散
見することより、血に纏わる「穢れ観」、又、そ
れを基盤とした賤視観を中核としたそうした推論
も成り立つ可能性はある。

以上、これらの記録に見られる祈雨・請雨・求
雨、止雨祈願といった「天變消除御祈」とは、つ
まりは王権に依って主催された主体的行為ではな
く、宣旨や綸旨を発給する等して、他者（器量の
ある僧侶等）に実行させた他力本願ではあるが、「水
災害」（「止風雨法記」稿末に見える「災風瀑雨雷
雹霹靂數々」）の非常事態を神・仏の力（「發大慈
聲」）で以って何とかして対処をしようとしたも
のであった。換言するならば、地上側（政権側）
に依る物理的対処法を見い出すことができなかっ
た為に、その対処（最終責任）を神・仏へ丸投げ
していたとも捉えることができる。こうした傾向は、
祇園会に於ける王権と疾病対処との関係性の中で
より顕在化するのである。即ち、疫病流行への対
処を八坂神社（祇園社）という「機関」に委譲し
たことの中に見られる。天祿元年（９７０）６月
には、初めて八坂神社（祇園社）に於いて御霊会（祇
園会）が執行されて以降、これが定例化されて行
くことを以って、 疫神は王権に依る主体的な制御
から解放された、或る意味での、可視的な制度と
して 確立、成立したと見られるのである。（２０）

これは、前代の平城京時代の様に、天子に依る
徳の修正作業を経て災異を能動的に制御しようと
していた積極的な姿勢からは一変した平安京時代
に於ける、王権の内向き志向の一環であったもの
と評価をすることができる。ただ、その明確な理
由は判然とはしない。それは、日本に国力がつい
たからという自信観に基づいた感覚ではなく、中
国王権の動向（唐の衰亡）が一因としてあったこ
とが類推される。外部の世界から受ける緊張、刺
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激が低減した結果、海外より進んだものを導入し
て向上、更新、競争をしようという意欲が薄れて
行ったと言うことができるのかもしれない。その
現象を称して国風文化の成立であると表現したり
もするが、それは日本国内に於ける内部循環の始
まりでもあったのである。

５：降雪と寒さ

平安海進期に在っては、冬季に於ける厳寒状態
も特筆される。つまり、夏が暑熱だからと言って、
冬もそれに連動して気温が高かった訳でも、小雪
でもなかったのである。つまり、両極端な気象現
象の出現が１２世紀日本の気候の特徴でもあっ
た。現在でも、京都市が豪雪地帯であるという確
証は無いが、（２１）定家の生きた時代にも冬季に於
ける気温の低下はあり、「甚寒」〔「山槐記」応保
元年（１１６１）１２月１日条〕、「大寒」（同１
５日条）の様に、耐え難い寒さもあった。当時に
於ける住宅建築が夏季を中心として考えられてい
たならば、大した暖房装置も無い中では猶更のこ
とであろう。又、降雪もあった。ただ、その量は
概して「雨雪霏々」「雪積三寸許」、「雨雪飛灑」、「雪
紛々、積地五寸許」、「雨雪（交）降」、「雪霏々」、「雪
飛」、「雪頻降」、「微雪時々降」〔「山槐記」仁安２
年（１１６７）２月１１日条〕と言った具合であ
り、現在と大差無い様に思われる。しかし、厳冬
期にも雪ではなく降雨があったとしていることか
らは、湿度は低いものの、地上の気温が３度を下
回ることはあまり多くは無かったことも考えられ
る。特に、日中はそうであろう。それでも「餘寒
過嚴寒」、「寒沍（かんご。寒さが厳しく、水も凍
ること）過冬」、とする如く、寒の戻りもあった。

但し、「大雪」、「雪甚」とする記述も各所に見
られる。それが大雪か否かの基準積雪量とは、当
所に於いては「山槐記」治承２年（１１７８）正
月２２日条に「今夜宿雪（しゅくせつ。残雪）及
五寸、近年未見如此大雪」と記されていた如く５
寸（≒１５センチメートル）であったことが知ら
れる。同記同２２日条の冒頭部分では「自巳剋許

（１０：００前後）雪降、卽及三四寸」としていて、
この段階では未だ大雪であるという認識を示して
はいないからである。暑熱の時期に在っても、冬
季にはしっかりと積雪のあったことが窺われる。尚、

最大積雪は「永昌記」（２２）の嘉承元年（１１０６）
１２月３日条に見える６寸であろうか。翌日条で
はこの積雪を「深雪」であると表現をする。余程
珍しかったものか、堀河天皇も紫宸殿より「雪御
覧」を行ない、又、朝餉（あさがれい）壺、並びに、
藤壺の前庭で雲客（殿上人）や滝口所の武士、記
主の藤原（甘露寺）為隆、宮御方等も加わって、
雪山を競作したとしている。

気温の方は、「風雪甚寒」、「雪飛風寒」、「雪飛
甚寒」と言った表現法が見られることから、氷点
下の気温のまま日中も推移する日（真冬日）もあっ
たことが推測されるものの、旧暦２月初旬では、
殆んどが雨の記述となっていることから、「有寒
風氣」（「山槐記」治承４年４月１２日条）といっ
た寒の戻りはあったものの、春の訪れは早かった
のであろう。因みに、『理科年表　令和２年　第
９３冊』所収の「日最高気温・日最低気温の階級
別年間日数の平年値（２）（１９８１年から２０
１０年までの平均値）」、に依れば、この期間の京
都市に於ける真冬日は０．０であった。同「気温
の最高および最低記録（２）（統計開始から２０
１８年まで）」では、１８８０年以降に於いて、
１８９１年１月１６日に観測された－１１．９度
が最低気温である。以上のことより、冬期間をも
含めて総体的に温暖化している現在と、平安海進
期に於ける気温上昇とは質的に異なる現象であっ
たことが窺えるのかもしれない。

６：降雹

雹（ひょう）が降ってくる自然現象は、古代の
日本をも含んだ東アジア文化圏に於いては、悉く
凶兆であるものと見做されていた。それは５～７
月という暖かい時期に天より降って来る大きな氷

〔直径５ミリメートル以上の氷の粒を雹とし、そ
れ以下が霰（あられ）と定義される〕であるとい
う季節的違和感、及び、実際に発生していたであ
ろう人身被害、構造物への被害、農業被害等に依
るものであったものと見られる。
正治元年（１１９９）５月８日条では、一日の

天候の推移を「晴、已後雷鳴暴風、大雨雹雨、午
後晴」の様に記し、目まぐるしく変化する天気の
様子を時系列的に記録する。発達した低気圧が通
過したものか、或いは、積乱雲の急速な成長に依
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る気象の急変であったものと見られるが、そこで
は降雹を伴なっていた。雹は積乱雲の中で生成さ
れることから、後者の可能性がより高いのかもし
れない。「明月記」中では、降雹現象自体の記録
は決して多くは無いが、それに何かの良くはない
意義を感じ取っていた可能性を排除することがで
きないのである。
百済国に於いて、王自身に依り執行された祈雨
行為の初見記事である、「三國史記」―「百濟本紀」
仇首王１４年（２２７）条には、「春三月。雨雹。
夏四月。大旱。王祈東明廟、乃雨」とあり、「雨雹」、
取り分け、雹の降下は、それが大旱を誘発する自
然現象、つまり、凶兆として見做され、実際の旱
害発生を受けて、仇首王自身が東明廟に於いて祈
雨祭祀を執行した結果、降雨が齎されたとする論
調が存在した。これは、王権の正当性、神威性を
東明王との関係性、更には、東明王廟に於ける祭
祀執行者であるという既成事実を根拠として強調
する編纂意図であろう。同様に、「新羅本紀」や「高
句麗本紀」に於いても、雨雹の降下とは凶兆とし
て見做されていたことが想定されたのである。（２３）

７：治承４年（１１８０）４月２９日の異変

治承４年（１１８０）４月２９日の「明月記」
には、「未時許（１４：００頃）雹降、雷鳴（先）
兩三聲之後（×兩聲之後）、霹靂（へきれき。雷鳴、
落雷）猛烈、北方煙立揚、人稱燒亡、是飈（ひょう、
つむじかぜ）也、京中騒動云々、雹降事、抜木揚沙
石、人家門戸幷車（牛車）等皆吹上云々、古老云、
未聞如此事、云々、大風事、前齋宮四条殿（亮子内
親王）殊以爲其㝡（もっとも）、北壺梅樹露根仆（た
おれる）、件樹懸簷（のき。庇）破壞、權右中弁（藤
原光雅）二条京極家又如此云々」とする気象に関
わる記事がある。先ず、降雹があった後に発雷が
あり、６回の雷鳴の後に藤原定家の京極邸（平安
京内左京二条四坊十三町に在ったと伝えられる。
現京都府京都市中京区要法寺前町の寺町通西側）
から見た北方で煙が立ち上ったとしているので、
恐らくは落雷に依る火災が発生したものであろう
か。この現象を定家は「飈」に依るものであると
評価をしている。飈とは、巻き上げる様な激しい
空気の流れを指し示すが、竜巻に当たる自然現象
であったものと考えられる。

時期が旧暦の４月下旬であったことより、梅雨
前線の停滞、発達しながら低気圧が通過した可能
性、更には、上空に寒気が流入する、地上付近に
暖気が流入する、強力な日射に依って地表面が加
熱される等することで、所謂「大気の状態が不安
定」になると、発達した積乱雲が出現し、強い雨・
発雷・降雹・竜巻といった気象現象が発生し易く
なっていた可能性も考慮される。当該現象の発生
時刻が未時許（１４：００頃）であったことから
は、この気象現象が熱対流（自由対流）に起因し、
強力な日射が原因で発生していた積乱雲（Cb）
に依るものであったことを推測させるのである。
当時は夏季の暑熱が著しかったことが日記、古記
録類よりも確認されることから、既に旧暦４月下
旬には、こうした顕著な気象現象が出現し、ただ
でさえ不安定になっていたであろう人々の不安心
理を更に煽（あお）っていたことが推定される。

実は、この時の現象は鴨長明に依る随筆である
「方丈記」等に於いても詳しく記述されていた。（２４）

それに依るならば、実際の被害はもっと深刻であっ
たらしい。「方丈記」に依れば、「中御門（一条大
路と二条大路の中間に東西方向で通じる中御門大
路）・京極（平安京の最東端を南北に結ぶ東京極
大路）のほど（当該両大路の交差点付近）より、
大きなる辻風起りて、六条（東西方向で通じる六
条大路）わたり（辺り）まで吹ける事侍りき」（２５）

と記される。現在の京都市市街地内の鴨川西岸地
域で、地下鉄烏丸線の東部地域の南北方向に延び
る一帯（京都御所の東側地域と、その南部に下る
地域）が主たる被災地であったものと考えられる。
辻風とは、旋風の語義であるが、ここでは単な

る旋風、低気圧通過に伴う強風、台風に依る暴風
等ではなく、竜巻やダウンバーストの様に、極、
短時間の内に、局所的で大きな被害を齎す強風、
上昇気流を伴う強風であったものと推測される。
取り分け、この辻風では、被災地が帯状に展開し
ていたと推測されることより、竜巻に依る被害で
あったものと推定される。そのことは、「方丈記」
に於いて、「三四町〔約３２７～４３６メートル。
１町（ちょう）は約１０９メートル〕を吹き巻く
る（強風が吹き、物を上空へ巻き上げる）間に籠
れる（存在していた）家ども、大きなるも、小さ
きも、一つとして破れざるはなし（全て破壊され
た）」、「家の内の資財、数を尽くして空にあり（１
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つ残らず空中に巻き上げられた）」、「塵（ちり）
を煙（けぶり）の如く吹き立てたれば（吹いて高
く上げるので）、すべて、目も見えず（全く見る
ことができない）」、「おびたたしく（勢力が激し
く恐怖を感じる程である）鳴りどよむ（高く激し
く音をたてる）」等と記述されていることからも
窺うことができるのである。

現在、国際標準で竜巻の規模を表す指標として
使用されている「藤田（Ｆ）スケール」（１９７
１年にシカゴ大学の藤田哲也氏が考案）に当ては
めた場合、この時に発生していた竜巻の規模は、
当時の木造家屋の強度を勘案しても、「Ｆ１（約
１０秒間の平均で３３～４９m/s）」～「Ｆ２（約
７秒間の平均で５０～６９m/s）」レベルであっ
たものと推測される。「日本版改良藤田（ＪＥＦ）
スケール」〔気象庁が平成２７年（２０１５）１
２月に策定〕では、「ＪＥＦ０（３秒の平均で２
５～３８m/s）」～「ＪＥＦ１（同３９～５２m/s）」
程度であろう。何れにしても、竜巻としては小規
模～中規模なものであったものと考えられる。

竜巻発生の前には降雹や発雷があったらしいが、
東アジア世界に於ける降雹の意義を考慮するなら
ば、当該記事の不吉さは言い様も無いものであっ
たであろう。この場合でも、降雹は正に不吉な出
来事の前触れとしての位置付けなのである。暑熱
期に氷玉が天より降って来ることの違和感をして、
この年の９月条（１５日以前）では、「世上亂逆、
追討、雖滿耳、不注之、紅旗征戎非吾事、陳勝、
呉廣起於大澤、稱公子扶蘇、項燕而已、稱㝡勝親
王之命、侚（徇。となえる）郡縣云々、或任國司
之由、説説不可憑（たのむ。根拠とする）、少將維
盛爲追討使下向關東、右近少將維盛朝臣爲追討使（可）
下向東國之由有其聞」とした、著名な記述をさせて
いた可能性がある。これは藤原定家に依る、世上
に対した遣る瀬無い気持ちを表現した部分ではあ
るが、世は源平争乱の只中になり、平安京も騒然
とした状況となっていたことより、先の様な急速
で苛烈な気象の異変が天帝に依る意思の発現（凶
兆）として受け止められていた可能性が考慮され
るのである。天（天帝）と地上の動向とはリンク
をしているとした認識形成には、気象現象が天文
運行の一部分であるという思想がその根底に存在
していたからであろう。

又、霹靂の語は発雷と同義であり、古訓では「か

みとけ」、「かみとき」、「かんとけ」、「かんとき」
等と読んだ。「續日本紀　卷十　聖武天皇」天平２
年（７３０）閏六月庚子（１７日）条には、「緣

（より）テ去月霹靂ニ。勑新田部ノ親王ニ。率（卒）
テ神祇官ヲ卜ハシム之ヲ」（２６）とあり、その意義を
探る対象の自然現象であったことが知られる。こ
れは中国や韓半島・朝鮮半島に於ける対発雷観の
反映でもあろうが、「抜木」とした表現法も「三
國史記」に多く見られる記述であり、それは必ず
しも自然現象とばかりは判断をすることができず、
政治・軍事的事象との関わり合いの中で記録され
ることがあった。「大風折木」、「大風拔木」、「暴
風折木」、「暴風拔木」表現法は、大抵の事例に於
いては凶兆として位置付けられることが多いので
ある。そこに生えている「木」とは、単なる樹木
ではなく、王権や王自身を表現したものであろう。
又、「折」の動詞には、折る、折れる、くじける
という訓読法があり、減勢される、死ぬ、等の語
義、用法がある。「拔」の動詞にも、抜く、抜か
す、抜ける、といった訓読法があるが、攻略する、
攻め取る、とした意味、用法もあり、半島に於い
ては何れも王権に対する消極的、否定的な場面設
定の中で使用されていたものと推測されるのであ
る。（２７）

８：赤気（せっき）

「明月記」元久元年（１２０４）１２月２９日
条には、「赤氣」出現に関する記事が記録される。
この日の天候は「天晴雪飛」、日本海側より流れ
て来た雪雲に依って時々小雪がちらつくと言った
晴れの天気であった。そこに記録された「東方有
赤氣、亥時（２２：００前後）許地震、雖不及元
曆〔元暦２年・文治元年（１１８５）７月９日の
午時（正午前後）に発生していたマグニチュード
≒７．４の規模の地震（２８）〕猶大震也、如此事毎
度不吉歟、可怖」とした記載からは、何やら不吉
な雰囲気が漂って来る。実は、赤気なる現象が何
であるのかははっきりとしてはいない。天文現象、
気象現象、地盤に関わる現象、その他の現象が考
慮されるものの、確定している訳では無い。或い
は、これらに関わる現象を、総称して赤気と呼ん
でいた可能性も考慮される。
『日本国語大辞典』（第二版、株式会社　小学館）
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の「せっき【赤気】」の項に依れば、「夜、もしく
は夕方、空に現れる赤色の雲気。彗星のことと
も」としているので、彗星の可能性も示唆されて
はいるものの、この説明自体は低緯度オーロラの
説明である可能性も高い。「赤気」は日本をも含
んだ東アジア世界共通の認識として、その赤色の
色彩感覚より明らかに凶兆であると見做されてい
た現象であった。関白九条兼実の日記である「玉
葉（ぎょくよう）」の嘉応２年（１１７０）１２
月２７日条に、「赤氣事、有諸道勘文、人々申云、
施德政、可被禳其灾（災）者、上卿左府云々」（２９）

と記された如く、赤気とは神祇官や、大学寮、陰
陽寮に所属をした諸道の博士等に命じて、その意
味合いや吉凶等に就いて、故事先例をも調査しな
がら勘申させる必要性の有った、国家的重大事に
至る可能性を孕（はら）んだ、払うべき災異であっ
たのである。（３０）

延喜１７年（９１７）頃のものとされる「聖德
太子傳曆　下」推古天皇２８年（６２０）１２月
条には、「天有赤氣。長一丈餘。形如鷄尾。太子
大臣共異之。百濟法師奏曰。是爲蚩尤旗（しゆうき。
古代中国に於いては世が乱れ、天子が四方を征伐
する前兆現象であるとされた）。兵之象也。恐太
子遷化（せんげ。死去）之後。七年有兵。滅太子
家歟。太子頥之。卽命大臣。令錄國記幷氏々等本
記」（３１）として、「赤氣」の出現やその意味を「國
記幷氏々等本記」へ記録させている。聖徳太子は、
ここで百濟法師よりの奏上に依り、赤氣が兵革の
予兆であることを知ったとしているのである。百
済国よりやって来た渡来僧である百濟法師は、こ
の様な気象現象が凶兆、兵乱の予兆であるとした、
韓半島・朝鮮半島に於ける一般的な認識を伝えた
ものと見られる。

又、１３世紀初頭に成立した「平家物語　巻第三」
―「赦文（ゆるしぶみ）」にも、「同〔治承２年（１
１７８）〕正月七日、彗星東方に出づ。蚩尤気と
も申。又赤気共申。十八日光をます」（３２）とあり、
彗星、蚩尤旗、赤気出現の記事がある。ここでは、「光
をま（増）す」と記されることよりも、現象自体
としては彗星出現の可能性が高いものと考えられ
るが、当時に於いては、この３者を混同していた
か、或いは、はっきりとした区別を付けては運用
していなかったことも想定される。（３３）先の「明
月記」の記事では、赤気が都から見た場合の東方

（東国）で発生した後に地震が起こっている。藤
原定家はそのことを不吉であり、畏怖するべきで
あるとしていた。無論、そこでは鎌倉（幕府）方
面から齎される災異を念頭に置いてはいるであろ
うが、結果的には承久３年（１２２１）に発生す
る承久の乱に至る後鳥羽上皇と執権北条氏との対
立の経緯を示唆していたとも解釈することができ
るのかもしれない。天神地祇の語がある様に、天
空で発生すること（気象現象や天文現象）と、地
盤に関わる出来事（地震等）には連動性があると
いう見方が当時の人々に依る一般的な対災異認識
であった。現在でも気象現象（気圧等の変化）や
宇宙線と、地震発生との間には関連性があるので
はないかとする指摘も存在するが、未だ、実証は
されていない。１２世紀当時の人々が持っていた

「一般的な対災異認識」とは、経験則の積み重ね
に依る常識であろうから、直ちにそれが非科学的
であるとか、低レベルであるということにはなら
ない。
「赤気」という表現法からは、この現象が当時

としては気象の変異として受け止められていたこ
とが想定される。「気」とは絶えず変化し、流動
する自然現象、そして、その自然現象を発生させ
る根本を指す。それらは風雨・風雪や寒暖等、天
地間に出現する自然現象（気象現象）であり、天
地に漲（みなぎ）っている精気、空気や大気であり、
雲・霧・煙等の如く、上昇する気体を指し示し、
転じて、生命、精神、感情、気持、気分をも意味
する様になった。この空間が血をイメージさせる
赤色に発色することは、将来的な凶事（取り分け
兵革）出来の予兆として受け止められていた。そ
れ自体が異常気象であったということであろうか。

９：気象現象と心神

「明月記」では、「天晴、未後（１５：００頃）
大雨雷鳴、即晴、心神猶不宜、今日服藥」〔正治
２年（１２００）７月１５日条〕の様に、天候と
心神（しんしん。精神、気分、気持ち、魂等と説
明される）との間に関連性があるかの如き記述を
行なうことがある。真夏のこの日も、今迄晴れて
いたかと思えば、午後からは大雨、雷鳴があった
後に直ぐ晴れた、とあることからは、積乱雲（Cb）
の急速な発達があったものと推測されるが、天候



59

新潟産業大学経済学部紀要　第62号

が回復した後に於いても藤原定家の心神は、尚、
回復することがなく、服薬をしていたのである。
この時、積乱雲の急速な発達に伴ない、対流活動
に依って気圧の変化が生じていたことも想定され、
それが起因して、温度、湿度、気圧の変化に従っ
て出現する気象病を発症していた可能性も考慮さ
れる。その症状としては、頭痛やめまい、頸部の
痛み、吐き気、眠気、全身倦怠感、耳鳴り、気管
支喘息、低血圧、関節痛、神経痛、アレルギー、
古傷等の痛み、鬱（うつ）、不安症等が知られる。
これは自律神経（交感神経・副交感神経）の異常
に依る体調不良であり、取り分け、低気圧時に出
現することが多いとされる。

人は心の生き物であると言われるが、曇天、雨
天よりも、晴天の方が好まれるのは、可視的な光
景や、外出時の煩わしさといった要因もあるであ
ろうが、気圧変化（低下）に対する無意識での警
戒感もあるのかもしれない。この日の定家の心神、
つまり、自律神経は目まぐるしく変化をする天候

（気圧変化）に対応することができていなかった
ものと考えられる。つまり、彼の心神は天候に支
配されていたということも言い得るのであるが、
本人にはその自覚が無かった可能性が高い。心神
とは、自分の意思では支配することのできない自
身の精神状態であったが、少なく共、この場合そ
れが天候に大きく支配されていたということがで
きる。
元暦２年・文治元年（１１８５）７月９日の午

剋（正午前後）、近江国・山城国・大和国を中心
とした地域を被災地とする被害地震が発生した。

『理科年表　令和２年　第９３冊』所収の「日本
付近のおもな被害地震年代表」、に依ると、それ
は東経１３５．８度、北緯３５．０度（京都府京
都市山科区の天智天皇山科陵・御廟野古墳の北西
側）を震央としたマグニチュード７．４の地震で
あった。取り分け、平安京、白河辺での被害が著
しかったとされる。これは気象現象ではなく、大
規模地震を受けての所見ではあるが、「山槐記」
の同日条に記されていた「心神違亂、肖（にる）
乘船之樣、天下破滅已在此時歟、近年兵革、上下
無安、今又有此譴（せめ、とが。罪）、濁世（じょ
くせ。濁り穢れた人の世、末世）惡業（前世に於
いて犯した悪事）、衆生若患、無休之時、可悲々々」
とした対自然認識とは、気象現象、地学現象を問

わず、共通した自然への底知れぬ畏怖観として存
在していたのであろう。その背景には「濁世」、
即ち末法観、前世観の反映、人為の結果であると
した見方が色濃く表出していたのである。

この時もそれ以前の同３月２４日には壇ノ浦の
戦いに於いて平氏方が壊滅すると言った大きな政
治的・軍事的な出来事が出来しており、その怨嗟
との関連性、変異観を人々が当該地震に見ていた
可能性もある。それ故、この時は新年号文治への
災異改元も行なわれ、「天文錄（天文要録）」（唐
代中国の天文学書）を拠り所とした「佞（よこし
ま）者（平氏一門を指す）執政、君子在野、小人
在位、朝廷多賊、國受其咎」と言った政治的状況、

「天地瑞祥志」（唐代の薩守真に依る天文学書）の
「其年荒儉（こうけん。凶作）、乳者枯乾」、「内論」
の「地動者、龍所動也、無雨江河枯渇、年不宜麥
（麦）」（以上は陰陽師安倍晴光に依る同７月１０
日付の地震勘文で示された内容）といった気候的、
農業経営的な悪状況を一掃しようとしたのであっ
た。ここで何故、中国由来書籍を使用した形での
状況分析を行なったのかは判然としないものの、
これも自然災害に対応した日本王権の合理的で現
実的な措置であったものと考えられるのである。

「文治」と言う年号に込められた王朝回帰・文官
優位と平安への期待感、及び、その実効性に対す
る疑念とは、「山槐記」文治元年８月１４日条に「文
治强無巨難（こなん。非難の的）」、同１７日条に「地
動三度、有勢、不拘文治、只待德政（特段の善政）、
今如何」と記された如く、今の我々には想像もつ
かない程、大きな存在であったに違いない。

おわりに：

以上、本稿では西暦１１００年代をほぼカバー
することのできる日記・古記録類に記されていた、
気象現象に関わる記事を中心として検証しながら、
当時の日本在住者に依る対気象観を考察した。平
安海進期（ロットネスト海進期）が漸く終わりを
迎えようとしていた「暑熱の時期」であるとした
視点、課題意識、所与の条件より、１２世紀日本
に於ける気候変動や対気象観のテーマに対して、
人文学的観点―文化論的観点より追究を行なった。
「明月記」の記主である藤原定家の生きた時代、

既に、天気が「西」の方角より移り変わって行く
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ことが知られていた。そこには、古代社会に於け
る方角性の重要性に鑑み、何らかの予兆（吉凶）
を感じ取っていた可能性もある。しかし、１２世
紀の日本では、私貿易に依って齎される奢侈品に
対する需要を除き、既に中国大陸や韓半島・朝鮮
半島に対する興味や関心は薄らぎ、人々の内向き
志向が極まっていた時期でもあったものと考えら
れる。こうした方角性表記には、前代（平城京時
代）迄の様な重大な意義を見出していたとも言い
難い面もある。ただ、１２世紀に近い時期に在っ
ても尚、気象現象に関しても、「西」の方角性が
大きく関わっているとした一般的認識の存在して
いたことは類推される。そこには中国大陸や韓半
島・朝鮮半島の存在が在った。

しかしながら、気候変動はそうした日本人の認
識とは別の次元に於いて、全地球規模では小規模
ながらも東アジア域内では、政治的、軍事的理由
以外での人口移動を引き起こしていた可能性が推
定される。即ち、「水循環の異常」を根源とした「水
不足」に起因した形での環境難民の発生である。
政治的な情勢とは別に、既に８世紀～９世紀にか
けての時期には、そうした理由に依り、新羅国よ
り日本や中国へ渡来する人々も多くいたことが判
明している。日本国内でも、平安時代には水不足
に対処する目的での祈雨修法が度々行なわれてい
たのである。

古代当時の人々に依る気象・気候変動に対する
認識は、天文の異変に対する興味・関心と比較す
るならば、比較にならない程にインパクトは小さ
かったものと見られる。実態としては前者の方が
日々の生活に与える影響は格段に大きかった筈な
のであるが、それは彼らにとっては飽く迄も局地
的な変化にしか過ぎなかった。事例に依っては、
人の手での対処が可能な場合もあったであろう。
それに対して、天文の異変が与えた（示唆した）
地上に対する影響とは、国家的規模に迄、拡大解
釈されたのである。人の手に依る対処などできる
筈もなく、人はその啓示に従うことしか方法は無
かった。地表で近い場所で起きる気象現象・気候
変動とは、飽く迄も天文の運行や異変の一環、一
部分であるという認識であったに違いないのである。

註：
（1）本稿作成に際して参照した「明月記」は、史料纂集⑱『明

月記　第一』（株式会社　続群書類従完成会）１９９０
年１０月、『明月記　第一～第三』（株式会社　国書刊
行会）、財団法人冷泉家時雨亭文庫編『明月記　一～五』
冷泉家時雨亭叢書　第５６巻～第６０巻（朝日新聞社）、
である。

（2）国土交通省Press　Release「糸魚川市大規模火災に
関する調査結果を公表しました」国土技術政策総合研
究所・国立研究開発法人建築研究所、平成２９年７月
１８日、参照。

（3）『山槐記』増補　史料大成（株式会社　臨川書店）１
９７５年１１月、に依る。

（4）国土地理院地図（電子国土web）の表示値に依る。
（5）国土交通省気象庁の定義に依れば、線状降水帯とは

次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなした、
組織化した積乱雲群に依って、数時間に渡りほぼ同じ
場所を通過、又は停滞することで作り出される、線状
に伸びる長さ５０～３００キロメートル程度、幅２０
～５０キロメートル程度の強い降水を伴なう雨域であ
るとする。

（6）近藤純正氏「平衡蒸発量と地表面蒸発」〔『水文・水
資源学会誌』（水文・水資源学会）第２巻２号所収、２
５～３２頁、１９８９年１１月〕、参照。

（7）豊田裕章氏「水無瀬離宮（水無瀬殿）の空間構成と
機能について」〔『研究紀要（宗教・文化研究所）』（京
都女子大学宗教・文化研究所）第３２号所収、１９～
３２頁、２０１９年３月〕、参照。

（8）田上善夫氏「気候災害・防災祈願と古代・中世の気
候変動」〔『歴史地理学』（歴史地理学会）第５５巻第５
号（第２６７号）所収、２３～３８頁、２０１３年１
２月〕、に依れば、孔雀経法は孔雀が悪草や悪虫、毒蛇
等を食することに基づくとする。請雨経法の修法に対
して、孔雀経法は読経法会のみで、験者の霊力から経
の神通力による様になると指摘を行なう。

（9）興福寺の恵信に関しては、坂井孝一氏「伊豆僧正恵
信　―或る門閥僧侶の悲劇―」〔『創価大学人文論集』

（創価大学人文学会）第５号所収、４５～８３頁、１９
９３年３月〕、参照。同氏に依れば、恵信自身の能力に
関しては必ずしも高い評価を与えているものではない
が、この応保元年（１１６１）と言う年は、父親であっ
た関白藤原忠通よりの支援の下、再度、輝かしい昇進
の時期を迎えていたとする。

（10）小林健彦『韓半島と越国（こしのくに）　～なぜ渡
来人は命がけで日本へやって来たのか～』〔２０１５年
６月初版発行、販売：データ版は株式会社ブックフロ
ント　ブックパレット、製本版はシーズネット株式会
社　製本直送.comの本屋さん〕―「４．新羅国の文武
王と倭国　～文武王の海中王陵に見る対日観～」、参照。

（11）岡田干毅氏「日本古代の祈雨・祈止雨儀礼につい
て　―祈（止）雨特定社をめぐって―」〔『人文論究』（関
西学院大学文学部・文学研究科）第４３巻２号所収、
５６～６９頁、１９９３年９月〕―「附表２　祈（止）
雨の儀礼別事例数〔六国史〕他による」、に依れば、神祇・
仏教・その他・不明の何れの項目に於いても、祈雨の
事例が圧倒的に多くなっている。神祇の手法に於いて
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祈止雨目的のものが見られる様になるのは光仁天皇（在
位７７０～７８１年）以降、仏教式に於いては淳和天
皇（在位８２３～８３３年）以降である。同氏に依るデー
タを基にするならば、桓武天皇（在位７８１～８０６
年）以降の時期を見ても、気候は少雨・高温傾向であっ
たことが想定される。

　　このことは、前掲した田上善夫氏の論稿にも端的に
表われている。「表１　祈雨の様式の変化」（六国史を
根拠とする）、「表２　祈雨の様式の変化」（「祈雨日記」
を根拠とする）に依れば、止雨祈願が見られるのは７
９１年以降であり、７９１年～８８７年の期間に於い
ては止雨祈願が５５件なのに対して、祈雨が１２４件
であり、８１１年～１１３０年の期間では止雨が２件
で祈雨が３７件となっている。１２世紀により近い時
期に於いて、止雨祈願は０件であった。これらのこと
からは、１１世紀～１２世紀初頭の時期には止雨祈願
を行なう必要性が無い、つまり日本の気候が少雨・高
温傾向であったことが裏打ちされるのである。

（12）小林健彦『災害対処の文化論シリーズ　Ⅴ　～浪分
けの論理、水災害としての津波～』〔２０１６年３月初
版発行、販売：データ版は株式会社ブックフロント　ブッ
クパレット、製本版はシーズネット株式会社　製本直
送.comの本屋さん〕―「３―１―３：天之真名井と「８」
人の天女伝承」、参照。

（13）国土交通省気象庁「高松　年ごとの値　主な要素」
に依れば、１９４１年以降に於いて、年間降水量で一
番少なかったのは１９７８年に観測された７３７．５
ｍｍ、一番多かったのが１９９３年の１,６１８．５ｍ
ｍであった。

（14）『日本大百科全書　９』（小学館）１９９４年１月
―「彩雲」の項、参照。

（15）岩波新書（新赤版）８３１（株式会社　岩波書店）
２００３年３月。

（16）小林健彦『災害対処の文化論シリーズ　Ⅱ　～室
町時代より江戸時代の地震災害と対処の生活文化～』

〔２０１５年７月初版発行、販売：データ版は株式会社
ブックフロント　ブックパレット、製本版はシーズネッ
ト株式会社　製本直送.comの本屋さん〕―「３―２―５：
黒田日出男氏の『龍の棲む日本』に見る龍体と鯰の検
討」、参照。

（17）『日本大百科全書　６』（小学館）１９９４年１月
―「気」の項、参照。

（18）『日本大百科全書　７』（小学館）１９９４年１月
―「空海」の項、参照。

（19）小林健彦『災害対処の文化論シリーズ　Ⅶ　韓半
島における災害情報の言語文化　～三国遺事にみる災
害対処の文化論～』（２０２０年３月初版発行、販売：
データ版は株式会社ブックフロント　ブックパレット、
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